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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）反応試薬を収容した測定容器を複数載置した測定容器収納トレイと、
（２）標準品の構成成分を収容した試薬容器を複数載置した試薬容器収納トレイ、精度管
理試料の構成成分を収容した試薬容器を複数載置した試薬容器収納トレイ、検体希釈液の
構成成分を収容した試薬容器を複数載置した試薬容器収納トレイ、検体を前処理する前処
理試薬を収容した試薬容器を複数載置した試薬容器収納トレイ、のうちの少なくとも一つ
以上と、
を備えた試薬キットであって、
前記反応試薬を収容した測定容器、前記標準品の構成成分を収容した試薬容器、前記精度
管理試料の構成成分を収容した試薬容器、前記検体希釈液の構成成分を収容した試薬容器
および前記検体を前処理する前処理試薬を収容した試薬容器の外部形状がいずれも同一で
あり、
前記反応試薬を収容した測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、前記標準品
の構成成分を収容した試薬容器を複数載置するための試薬容器収納トレイ、前記精度管理
試料の構成成分を収容するための試薬容器を複数載置するための試薬容器収納トレイ、前
記検体希釈液の構成成分を収容するための試薬容器を複数載置するための試薬容器収納ト
レイ、および前記検体を前処理する前処理試薬を収容するための試薬容器を複数載置する
ための試薬容器収納トレイの外部形状がいずれも同一であり、
前記測定容器は前記試薬容器が収容した前記標準品の構成成分、前記精度管理試料の構成
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成分、前記検体希釈液の構成成分および前記前処理試薬を収容せず、かつ、前記試薬容器
は前記測定容器が収容した前記反応試薬を収容しないものである、
前記キット。
【請求項２】
前記測定容器および前記試薬容器の内容物がシールにより封入されており、前記シールの
表面には前記内容物を識別するコードが付されている、請求項１記載のキット。
【請求項３】
前記測定容器および前記試薬容器が二つのウェルを連結した二連容器である、請求項１ま
たは２に記載のキット。
【請求項４】
前記測定容器および前記試薬容器の内容物が凍結乾燥体である、請求項１から３のいずれ
かに記載のキット。
【請求項５】
測定容器および試薬容器を収納する収納手段と、
測定容器および試薬容器を搬送する搬送手段と、
測定容器および試薬容器に液体を吸引／吐出する分注手段と、
測定容器および試薬容器に収容した溶液を反応させる反応手段と、
測定容器に収容した溶液からの光を検出する検出手段と、
を備えた自動分析装置であって、
前記収納手段は、請求項１から４のいずれかに記載のキットに備えた、複数の測定容器が
載置された測定容器収納トレイ、および複数の試薬容器が載置された試薬容器収納トレイ
を収納する、前記自動分析装置。
【請求項６】
請求項１から４のいずれかに記載のキットに備えた、複数の測定容器が載置された測定容
器収納トレイ、および複数の試薬容器が載置された試薬容器収納トレイを収納する収納手
段と、
収納手段に収納された測定容器および試薬容器を搬送する第一の搬送手段と、
測定容器および試薬容器に液体を吸引／吐出する分注手段と、
測定容器および試薬容器に収容した溶液を反応させる反応手段と、
測定容器および試薬容器を反応手段へ搬送する第二の搬送手段と、
測定容器に収容した溶液からの光を検出する検出手段と、
測定容器を検出手段へ搬送する第三の搬送手段と、
第一の搬送手段で搬送された測定容器および試薬容器を受け入れ、前記測定容器および前
記試薬容器を第二の搬送手段で反応手段へ搬送する位置、前記測定容器を第三の搬送手段
で検出手段へ搬送する位置、並びに前記測定容器および前記試薬容器を分注手段で検体お
よび／または分注水を吸引／吐出する位置へ移送可能な移送手段と、
を備えた自動分析装置。
【請求項７】
移送手段が、
反応試薬を収容した測定容器を載置するための測定容器保持部と、
標準品の構成成分を収容した試薬容器、精度管理試料の構成成分を収容した試薬容器、検
体希釈液の構成成分を収容した試薬容器、検体を前処理する前処理試薬を収容した試薬容
器、のいずれかを載置するための試薬容器保持部と、
を設けた手段である、請求項６に記載の自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば血液や血清といった試料（検体）中に含まれる成分を特異的に分析す
るための反応試薬を含む試薬キット、および前記キットを備えた自動分析装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、臨床検査に用いる分析装置は、搭載する各種アクチュエータ、センサおよびソフ
トウェアに関する技術の進歩、自動化の進展により、臨床検査に関わる人的コストの低減
、測定者の負担の軽減に貢献してきた。しかしながら、自動化が進展してもなお人手で行
なう作業は残されている。装置の処理速度が高くなればなるほど、検体や試薬の取り違い
や検体の前処理等の人為的操作ミスが検査結果に及ぼす影響は拡大し、測定者への心理的
圧迫感は増大する。
【０００３】
　自動分析装置で使用する検査試薬（試薬キット）の供給形態として、
（ａ）そのままで使用できるストレート液の形態、
（ｂ）水で希釈して使用する濃縮液の形態、
（ｃ）解凍して使用する凍結形態、
（ｄ）再溶解液を加えて使用する凍結乾燥形態、
が例示できる。このうち（ａ）の形態は、そのまま使用できる点で測定者への負担は軽い
ものの、体積と重さの点で運送面においては不利である。一方、（ｂ）から（ｄ）の形態
は、検査試薬として使用するにはそれぞれ、（ｂ）の形態では希釈操作、（ｃ）の形態で
は解凍操作、（ｄ）の形態では再溶解操作を必要とし、前記操作を測定者の手作業で行な
う場合は測定者への負担が発生する。
【０００４】
　一般に、自動分析装置に試薬を載置する場合、発生し得る人為的誤操作には、調液・前
処理における誤操作と、試薬の取り違い（または置き違い）が考えられる。これらの人為
的誤操作は、装置で自動化することによりその大部分を克服することが可能である。調液
・前処理における誤操作のうち、（ｂ）の形態における希釈操作や（ｄ）の形態における
再溶解操作での誤操作は自動分析装置に備えた分注手段によって一部解決することができ
る。また、（ｃ）の形態における解凍操作は自動分析装置に備えた温調手段を利用するこ
とで解決することができる。試薬の取り違いまたは置き違いは、試薬容器に識別コード（
ドットコードやバーコード等）を付し、前記識別コードを読取可能な読取手段を自動分析
装置に備えることで一部解決することができる。一般に前記読取手段は、識別コードを読
み取るとともに変位センサやパルスモータ等により試薬容器の座標を記憶することができ
るからである。
【０００５】
　不均一系の免疫測定を行なう自動分析装置の場合、通常、試料・試薬類（試薬キット）
として以下に示す構成品の全てまたはその一部を使用する。
（１）固相担体に結合した抗体等の特異的結合剤と、標識物質を結合した他の特異的結合
剤とを含む反応試薬
（２）測定試料（検体）
（３）既知量の目的成分を含む検量線作成用の標準品（キャリブレータまたは液体ならば
標準液ともいう）
（４）精度管理試料（コントロールともいう）
（５）測定範囲を超える濃度で存在する目的成分または過剰な妨害成分を含む検体を希釈
するために検査項目に特有または共通に追加する検体希釈液
（６）測定前に検体中の目的成分を検出可能な形態に変換する前処理試薬
（７）所定量を検体に追加することで検体の液性・粘性を均一にし測定結果を安定させる
ための、検査項目に共通の希釈水または緩衝液
（８）検査項目に共通の検出反応で使用する酵素基質または増感剤
（９）Ｂ／Ｆ（Ｂｏｕｎｄ／Ｆｒｅｅ）分離（洗浄）で使用する洗浄水
　このうち、検査項目に共通の試薬類（（７）から（９））は、試薬キットの一部という
よりは、分析装置の消耗品とみなすこともできる。これら共通の試薬類は、複数テスト分
をまかなう量を用意することができ、それぞれ特徴的な容器に入れるようにすれば、測定
者の人為的誤操作はあまり問題とならない。
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【０００６】
　前記自動分析装置による測定で中心的な役割を担う反応試薬（１）については、装置に
載置する場合の人為的誤操作の発生を考慮し、従来より種々の工夫がなされている。たと
えば、１回分の測定に使用する試薬を個々の試薬容器に収容し、碁盤目状の保持穴を有す
るトレイに前記試薬容器を載置した形態で供給しているものがある（特許文献１参照）。
一つのトレイに同種の試薬容器のみ収容されている場合、前記トレイの縁には収容する試
薬容器の内容物を表示する識別コード（バーコード）が付されている。測定者は当該トレ
イを自動分析装置の所定の場所に収納する。自動分析装置に備えた読取手段は、試薬容器
の有無を識別するセンサを兼ねており、試薬容器の配置情報を認識することができる。自
動分析装置に備えた搬送手段は、前記認識した試薬容器の配置情報と別途与えられた検査
プログラムとに基づき必要な試薬を選択して把持後、次工程（例えば、検体分注の処理部
）に搬送する。他の工夫として、試薬容器を載置したトレイごと収納手段に載置するので
はなく、単一の搬送手段上に個々の試薬容器と測定容器とが混在した状態で載置する装置
構成が開示されている（特許文献２参照）。前記構成では、測定者による試薬容器等の置
き違いが介入する余地が、トレイごと供給手段に供給する場合と比較し大きくなる。この
ため、測定試料について測定すべき１以上の特定成分を対応づけた検査プログラム（ワー
クリスト）と、搬送経路に沿って設置した読取手段により読み取った試薬容器の内容物の
情報と、を照合することで、測定者の人為的ミスを排除または検知するようにしている。
反応試薬（１）を、複数回測定分の反応試薬（たとえば標識試薬）が入った容器で供給す
る場合は通常、測定者は前記容器を自動分析装置の所定の位置に載置する。前記容器には
識別コードが付されており、装置に前記容器の内容物を認識させることができる。自動分
析装置は、測定プログラムに従い所定のタイミングで、前記容器内の試薬の一部を反応容
器に自動分注することができる。
【０００７】
　測定試料（２）については、検体を自動搬送する手段を利用しない施設では、測定者が
介在して、採血管または自動分析装置専用の測定容器に収容した検体を、装置上の所定の
場所に載置する作業があり得る。載置する採血管や測定容器には通常、識別コードが付さ
れており、識別コードに付された検体の場所と情報を、装置に備えた読取手段で自動的に
読み取ることができる。このため、測定者は検査依頼の順番と検体の並べ方との対応に注
意を払う必要がない。一方、識別コードが付されていない採血管や測定容器の場合、自動
分析装置に検体ＩＤ、検査項目、載置位置を含む検査依頼情報をあらかじめ入力後、入力
した載置位置に検体容器を載置しなければならない。そのため、載置時に置き違い（載置
ミス）が生じるおそれがある。
【０００８】
　標準品（３）については、目的成分の有無にかかわらずすべてがそのまま使用できるス
トレート液で供給される場合、すべてが凍結乾燥形態で供給される場合、目的成分を含ま
ないものはストレート液で目的成分を含むものは凍結乾燥形態で供給される場合等、種々
の形態で供給される。標準品（３）が凍結乾燥形態で供給される場合は、測定者が所定量
の再溶解液（通常は精製水）を加えて溶液とした後、装置専用の測定容器に移し替え、自
動分析装置の指定する位置に載置する。この場合、調液時のミスおよび置き違いが発生し
得る。
【０００９】
　精度管理試料（４）については、凍結乾燥形態で供給される試料を使用する場合は、所
定の再溶解液を分注して溶解後、測定試料（２）と同様に（たとえば自動分析装置専用の
測定容器）に入れて装置上に載置する。載置した精度管理試料（４）は、精度管理試料（
４）のラベルに付された識別コードをハンディスキャナで読み取ったり、精度管理試料の
識別情報を入力したりすることで、装置に精度管理試料（４）の位置を認識させる。
【００１０】
　検体希釈液（５）については、そのまま使用できるストレート液で供給される場合と濃
縮液で供給される場合とがある。ストレート液で供給される場合は、前記液を収容した容
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器を所定位置にセットすればよい。濃縮液で供給される場合は、濃縮液から希釈調液する
操作が必要であり、調液した測定複数回分の検体希釈液を専用の容器に移し替える。測定
者は前記容器を装置の指定する位置に載置する。識別コードを付していれば、自動分析装
置に備えた読取手段により、検体希釈液の位置および種類を認識することができる。いず
れの場合も装置は、測定プログラムに従い、所定のタイミングで、検体希釈液を検体希釈
用の容器に測定試料とともに自動分注する。検体希釈液についても、希釈調液時のミスお
よび置き違い（載置ミス）が発生し得る。
【００１１】
　前処理試薬（６）については、凍結乾燥形態、溶液形態、またはそれらが混在した状態
で供給される複数の試薬から構成される前処理試薬セットが例示できる。前処理の方法と
して、前記構成試薬同士を混合した後、検体に接触させたり、前記接触を所定時間行なっ
た後、別の前処理試薬で処理したりする方法がある。試薬同士を混合する際は手作業が必
要であり、装置に載置するのも人手で行なうこととなる。この場合、前処理操作のミスお
よび置き違い（載置ミス）が発生し得る。
【００１２】
　前述した試薬の調液操作や置き違いを極力回避し、かつ自動分析装置の自動化を進める
ために、１回の測定に必要な試薬類のほぼすべてを複数のウェルに分けて収納した試薬カ
ートリッジが開示されている（たとえば特許文献３および４参照）。前記カートリッジに
は、試薬を収容したウェル、検体希釈液を収容したウェル、洗浄液を収容したウェル、酵
素基質を収容したウェル等が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特公平３－５８６６８号公報
【特許文献２】特許第３９８８３０６号公報
【特許文献３】特開２００９－１５０９１２号公報
【特許文献４】特開２００１－３４９８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　前述したように、自動分析装置で使用する測定試薬の供給形態には種々の形態があり、
自動分析装置に試薬を載置する場合、発生し得る人為的誤操作には、調液・前処理におけ
る誤操作と、試薬の取り違い（または載置ミス）がある。前記人為的誤操作は、その大部
分を装置の自動化で克服することが可能である。しかしながら、従来の試薬は、その供給
形態や容器の形状がまちまちであるため、誤操作の余地が依然として残されている。この
ため、測定者への負担が大きく、緊張や疲労等により誤った検査結果を生むおそれが無視
できない。
【００１５】
　反応試薬（１）を収容する容器、標準品（３）を収容する容器、精度管理試料（４）を
収容する容器、検体希釈液（５）を収容する容器、および前処理試薬（６）を収容する容
器との間で容器の形状や外観が異なれば、測定者がそれらを識別したり操作するのには好
ましい。しかしながら、供給者にとっては生産設備を多様化しなければならず、経済的に
不都合である。さらに、種々の形状の容器を有した形態で、自動分析装置を用いた測定操
作の自動化を進めると、搬送手段や収納手段を多様化する必要があるため、部品種類数の
増加および装置の大型化につながる。
【００１６】
　１回の測定に必要な試薬をそろえた専用の多ウェル型カートリッジ（特許文献３および
４参照）は、特定の目的成分を専用に測定する装置に対しては好ましいが、多様な測定試
薬や測定方法への対応が必要な汎用の自動分析装置には必ずしも適していない（特許文献
４参照）。
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【００１７】
　標準品（３）を用いる検量線の作成頻度および精度管理試料（４）の測定頻度は、自動
分析装置を設置した検査室における精度管理スケジュールに従い決定される。また、試薬
ロットの変更や測定条件の変更等に伴い検量線を更新する場合も多い。さらに検体の希釈
が必要な検査項目や前処理が必要な検査項目は一部の項目に限定される。いずれにしても
使用頻度の比較的低い標準品（３）、精度管理試料（４）、検体希釈液（５）、前処理試
薬（６）を、反応試薬（１）の試薬カートリッジに組み込むのは好ましくない。たとえば
、数回の希釈が必要な項目と希釈が不要な項目とで同じ形の試薬カートリッジを使う場合
、希釈が不要な項目では希釈液用のウェルは使用しないためむだになる。また、試薬カー
トリッジが大型化するため、自動分析装置に備える搬送手段の設計の自由度が限定される
。
【００１８】
　そこで本発明は、自動分析装置で使用する測定試薬を取り扱うにあたり、測定者の負担
を軽減し、また測定試薬の供給者の生産設備および自動分析装置の設計の合理化に適した
試薬キットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　前記目的を達成するためになされた本発明は、以下の発明を包含する：
　第一の発明は、
（１）反応試薬を収容した測定容器と、
（２）標準品の構成成分を収容した測定容器、精度管理試料の構成成分を収容した測定容
器、検体希釈液の構成成分を収容した測定容器、検体を前処理する前処理試薬を収容した
測定容器、のうちの少なくとも一つ以上と、
を備えた試薬キットであって、
前記反応試薬を収容した測定容器、前記標準品の構成成分を収容した測定容器、前記精度
管理試料の構成成分を収容した測定容器、前記検体希釈液の構成成分を収容した測定容器
、および前記検体を前処理する前処理試薬を収容した測定容器の外部形状がいずれも同一
である、前記キットである。
【００２０】
　第二の発明は、
（１）反応試薬を収容した測定容器を複数載置した測定容器収納トレイと、
（２）標準品の構成成分を収容した測定容器を複数載置した測定容器収納トレイ、精度管
理試料の構成成分を収容した測定容器を複数載置した測定容器収納トレイ、検体希釈液の
構成成分を収容した測定容器を複数載置した測定容器収納トレイ、検体を前処理する前処
理試薬を収容した測定容器を複数載置した測定容器収納トレイ、のうちの少なくとも一つ
以上と、
を備えた試薬キットであって、
前記反応試薬を収容した測定容器、前記標準品の構成成分を収容した測定容器、前記精度
管理試料の構成成分を収容した測定容器、前記検体希釈液の構成成分を収容した測定容器
および前記検体を前処理する前処理試薬を収容した測定容器の外部形状がいずれも同一で
あり、
前記反応試薬を収容した測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、前記標準品
の構成成分を収容した測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、前記精度管理
試料の構成成分を収容するための測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、前
記検体希釈液の構成成分を収容するための測定容器を複数載置するための測定容器収納ト
レイ、および前記検体を前処理する前処理試薬を収容するための測定容器を複数載置する
ための測定容器収納トレイの外部形状がいずれも同一である、前記キットである。
【００２１】
　第三の発明は、前記測定容器の内容物がシールにより封入されており、前記シールの表
面には前記内容物を識別するコードが付されている、第一または第二の発明に記載のキッ
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トである。
【００２２】
　第四の発明は、前記測定容器が二つのウェルを連結した二連容器である、第一から第三
の発明のいずれかに記載のキットである。
【００２３】
　第五の発明は、前記測定容器の内容物が凍結乾燥体である、第一から第四の発明のいず
れかに記載のキットである。
【００２４】
　第六の発明は、
測定容器を収納する収納手段と、
測定容器を搬送する搬送手段と、
測定容器に液体を吸引／吐出する分注手段と、
測定容器に収容した溶液を反応させる反応手段と、
測定容器に収容した溶液からの光を検出する検出手段と、
を備えた自動分析装置であって、
収納手段に収納する測定容器が、第一から第五の発明のいずれかに記載のキットに備えた
測定容器である、前記自動分析装置である。
【００２５】
　第七の発明は、
第一から第五の発明のいずれかに記載のキットに備えた測定容器を収納する収納手段と、
収納手段に収納された測定容器を搬送する第一の搬送手段と、
測定容器に液体を吸引／吐出する分注手段と、
測定容器に収容した溶液を反応させる反応手段と、
測定容器を反応手段へ搬送する第二の搬送手段と、
測定容器に収容した溶液からの光を検出する検出手段と、
測定容器を検出手段へ搬送する第三の搬送手段と、
第一の搬送手段で搬送された測定容器を受け入れ、前記測定容器を、第二の搬送手段で反
応手段へ搬送する位置、第三の搬送手段で検出手段へ搬送する位置、および分注手段で検
体および／または分注水を吸引／吐出する位置へ移送可能な移送手段と、
を備えた自動分析装置である。
【００２６】
　第八の発明は、
移送手段が、
反応試薬を収容した測定容器を載置するための測定容器保持部と、
標準品の構成成分を収容した測定容器、精度管理試料の構成成分を収容した測定容器、検
体希釈液の構成成分を収容した測定容器、検体を前処理する前処理試薬を収容した測定容
器、のいずれかを載置するための測定容器保持部と、
を設けた手段である、第七の発明に記載の自動分析装置である。
【００２７】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００２８】
　本発明における試薬とは、測定試料（検体）の測定に関与する化学品／生化学品を意味
する。すなわち、標準品や精度管理試料を試薬として取り扱うことがある。また、本発明
における測定容器とは、測定試料（検体）と試薬とを反応させて試料中の目的成分を測定
するための測定容器または反応容器を意味するだけでなく、試薬を収容した試薬容器をも
意味する。
【００２９】
　本発明の試薬キットにより、測定者にとっては、自動分析装置に備えた収納手段に試薬
を載置する際、反応試薬を収納手段に載置するのと同じ労力で、標準品、精度管理試料、
試料希釈液、前処理試薬といった試薬類を載置することができる。一方、供給者にとって
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は、種々の形状の測定容器を製造する必要がないため、試薬の製造設備の合理化に資する
ことができる。また、本発明の試薬キットを備えた自動分析装置（以下、単に本発明の自
動分析装置とする）は、収納手段に収納できる測定容器数を最大化することができ、測定
容器を搬送する搬送手段も共通化できるため、自動分析装置そのものの小型化・簡素化に
資することができる。
【００３０】
　なお、本発明の試薬キットの測定容器に内容物を識別するためのコードを付し、前記コ
ードの識別・読取が可能な読取手段を自動分析装置に設けると、自動分析装置はアッセイ
プログラムに従って、分析に必要な反応試薬、標準品、精度管理試料、検体希釈液、前処
理試薬があるかを確認することができ、もしなければそれらの試料の載置を測定者に促す
ことができる。また、内容物を識別するためのコードを付すことで、収納手段の任意の場
所に反応試薬、標準品、精度管理試料、検体希釈液、前処理試薬を載置することができる
。そのため、測定者による試薬の載置ミスによる人為的誤操作を防ぐことができ、各測定
項目における検体、標準品または精度管理試料の測定頻度の変化にも柔軟に対応すること
ができる。
【００３１】
　本発明の試薬キットは、測定者による測定容器の取り扱いを容易にするために、試薬を
収容した測定容器を複数載置した測定容器収納トレイの形で提供してもよく、特に、反応
試薬を収容した測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、標準品の構成成分を
収容した測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、精度管理試料の構成成分を
収容するための測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、検体希釈液の構成成
分を収容するための測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ、および検体を前
処理する前処理試薬を収容するための測定容器を複数載置するための測定容器収納トレイ
の外部形状をいずれも同一とすると、収納手段内に無駄なく測定容器を載置することがで
き、測定容器を複数載置した測定容器収納トレイを搬送する際も共通の搬送手段を用いて
搬送できるため、自動分析装置の小型化・簡素化に資することができる点で、好ましい。
【００３２】
　反応試薬を収容した測定容器と外部形状が同一な測定容器とは、内部形状は同一形状で
あってもよいし、同一形状でなくてもよいことを意味している。例えば、測定容器内部の
底面の形状は、一般に、平面、球面、円錐面、放物面等種々の形状とすることができる。
これら測定容器の内部形状は、容器に対する各操作（例えば、液体の注入、吸引、撹拌）
への適否が多かれ少なかれ存在するため、目的に応じて適切な内部形状を採用すればよい
。例えば、微量の液体を効果的に吸引するための測定容器には底面を円錐面とすると好ま
しいし、撹拌を目的とする測定容器には底面を球面とすると好ましいし、液体を分注する
測定容器には底面を平面とし容器の深さを深くすると好ましい。つまり、本発明の試薬キ
ットにおいて、反応試薬を収容した測定容器、標準品の構成成分を収容した測定容器、精
度管理試料の構成成分を収容した測定容器、検体希釈液の構成成分を収容した測定容器、
および検体を前処理する前処理試薬を収容した測定容器は、外部形状が同一であればよく
、内部形状については各測定容器毎に最も好ましい形状を採用すればよい。一方で、反応
試薬を収容した測定容器、標準品の構成成分を収容した測定容器、精度管理試料の構成成
分を収容した測定容器、検体希釈液の構成成分を収容した測定容器、および検体を前処理
する前処理試薬を収容した測定容器が、いずれも同一の外部形状および内部形状を有して
いてもよく、その場合は、測定容器製造用金型の共用化等、測定試薬生産設備の合理化を
推進できるという利点がある。
【００３３】
　本発明の試薬キットにおける測定容器の外部形状は、例えばチューブ、カップ、キュベ
ットといった個別独立した凹状のウェル（開口部を一つ有したもの）、前記ウェルを２個
以上連結したものが例示できる。測定容器の材質は特に限定されないものの、同一形状の
ものを大量に製造する点において樹脂製が好ましく、例えば、オレフィン系樹脂、スチレ
ン系樹脂、ビニル系樹脂、カーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂
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といった熱可塑性樹脂を例示することができる。反応試薬、標準品、精度管理試料、検体
希釈液または前処理試薬を収容した測定容器は、その上端開口部を、例えばヒートシール
用アルミ箔やポリマーフィルムで密封すればよい。なお、前記シール表面に、内容物を識
別するためのコード（バーコード、２次元コード等）をレーザマーカ等により印刷すると
、自動分析装置に備えた前記コードを読み取る手段により、測定試薬の載置ミス等を防止
できる点で好ましい。
【００３４】
　本発明の試薬キットにおける測定容器の外部形状の一態様として、二つのウェルを一体
化した二連容器があげられる。特定の目的成分を測定するための反応試薬を収容した、二
つのウェルを一体化した二連容器からなる測定容器の一例として、二連容器の一方のウェ
ルに固相担体に結合した抗体等の特異的結合剤を含む溶液を、他方のウェルに標識物質を
結合した他の特異的結合剤を含む溶液を、それぞれ収容した測定容器があげられる。検体
希釈液を収容した、二つのウェルを一体化した二連容器からなる測定容器の一例として、
二連容器の二つのウェルに検体希釈液またはその成分を含む溶液を収容した測定容器があ
げられる。前記測定容器で測定試料（検体）の希釈を行なう場合は、まず一方のウェルで
一段目の希釈を行なった後、一段目の希釈液の一部を他方のウェルに移して二段目の希釈
を行なうことができる。検体希釈液の成分には、例えばアルブミン等のヒト血清成分やタ
ンパク質からなるマトリックス成分がある。タンパク質変性還元剤と一定時間（例えば、
十数分間）反応させた後中和剤を加えることで測定試料（検体）を前処理するための測定
容器の場合、二連容器の一方のウェルにタンパク質変性還元剤を、他方のウェルに中和剤
を、それぞれ収容した測定容器が例示でき、二連容器を用いることにより、一組の（二種
類からなる）前処理試薬を一体に運用することができる。
【００３５】
　本発明の試薬キットにおいて、測定容器に収容する反応試薬、標準品、精度管理試料、
検体希釈液、前処理試薬は、液状試薬そのままであってもよいが、前記液状試薬の凍結乾
燥体、前記液状試薬成分を含む粉体または前記液状試薬成分を含むゲルの状態で測定試薬
に収容されていると、より好ましい。一例として、検体希釈液の構成成分または前処理試
薬を、凍結乾燥体、粉体またはゲルの状態で測定容器に収容している場合、前記測定容器
に測定試料（検体）および／または分注水を分注することにより、前記測定容器中で希釈
操作または前処理操作を行なうことができる。特に、反応試薬、標準品、精度管理試料、
検体希釈液、前処理試薬をいずれも凍結乾燥体で測定容器に収容した態様は、測定容器に
収容した試薬の保存安定性を高め、かつ試薬キットの軽量化にも寄与するため、最も好ま
しい。反応試薬、標準品、精度管理試料、検体希釈液または前処理試薬の凍結乾燥法とし
ては、公知の手法を用いることができる。例えば、溶液状または懸濁液状の反応試薬を収
容した容器を－４０℃で２時間凍結後、０．１から０．０１Ｔｏｒｒの減圧下、１．５時
間で－２０℃まで上昇させた後、－２０℃で２時間乾燥させる。さらに１．５時間で２５
℃まで上昇させた後、２５℃で５時間乾燥することによって凍結乾燥体が得られる。
【００３６】
　本発明の自動分析装置の一態様として、
本発明の試薬キットに備えた測定容器を収納する収納手段と、
測定容器を搬送する搬送手段と、
測定容器に液体を吸引／吐出する分注手段と、
測定容器に収容した溶液を反応させる反応手段と、
測定容器に収容した溶液からの光を検出する検出手段と、
を備えた自動分析装置があげられ、前記自動分析装置は、収納手段に収納する測定容器の
外部形状が同一であるため、収納手段に収納できる測定容器数を最大化することができる
。また搬送手段も共通化できるため、自動分析装置そのものの小型化・簡素化が可能とな
る。
【００３７】
　また、本発明の自動分析装置のより具体的な態様として、
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本発明の試薬キットに備えた測定容器を収納する収納手段と、
収納手段に収納された測定容器を搬送する第一の搬送手段と、
測定容器に液体を吸引／吐出する分注手段と、
測定容器に収容した溶液を反応させる反応手段と、
測定容器を反応手段へ搬送する第二の搬送手段と、
測定容器に収容した溶液からの光を検出する検出手段と、
測定容器を検出手段へ搬送する第三の搬送手段と、
第一の搬送手段で搬送された測定容器を受け入れ、前記測定容器を、第二の搬送手段で反
応手段へ搬送する位置、第三の搬送手段で検出手段へ搬送する位置、および分注手段で検
体および／または分注水を吸引／吐出する位置へ移送可能な移送手段と、
を備えた自動分析装置があげられる。
【００３８】
　前記態様の自動分析装置を用いて分析を行なう場合、反応試薬で検体中の微量成分の分
析を行なう場合は、本発明の試薬キットのうち、反応試薬を収容した測定容器のみを使用
すればよい。一方、検体を希釈または前処理後、反応試薬で分析する場合や、標準品また
は精度管理試料を反応試薬で分析する場合、本発明の試薬キットは、反応試薬を収容した
測定容器と、標準品、精度管理試料、検体希釈液、前処理試薬のいずれかを収容した測定
容器との、二種類を用いて測定する。そのため、本発明の自動分析装置における移送手段
は、少なくとも二つの測定容器保持部を設けると好ましく、好ましい移送手段の一態様と
して、反応試薬を収容した測定容器を載置するための測定容器保持部と、標準品の構成成
分を収容した測定容器、精度管理試料の構成成分を収容した測定容器、検体希釈液の構成
成分を収容した測定容器、検体を前処理する前処理試薬を収容した測定容器、のいずれか
を載置するための測定容器保持部と、を設けた手段があげられる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明の試薬キットは、
（１）反応試薬を収容した測定容器と、
（２）標準品の構成成分を収容した測定容器、精度管理試料の構成成分を収容した測定容
器、検体希釈液の構成成分を収容した測定容器、検体を前処理する前処理試薬を収容した
測定容器、のうちの少なくとも一つ以上と、
を備え、かつ前記反応試薬を収容した測定容器、前記標準品の構成成分を収容した測定容
器、前記精度管理試料の構成成分を収容した測定容器、前記検体希釈液の構成成分を収容
した測定容器、および前記検体を前処理する前処理試薬を収容した測定容器の外部形状が
いずれも同一であることを特徴としている。そのため、供給者にとっては、試薬キット製
造設備の合理化に資することができる。また、本発明の試薬キットを備えた自動分析装置
（本発明の自動分析装置）は、収納手段に収納できる測定容器数を最大化でき、測定容器
を搬送する搬送手段を共通化できるため、自動分析装置そのものの小型化・簡素化に資す
ることができる。
【００４０】
　さらに、本発明の試薬キットは、試薬を収容した測定容器を複数載置した測定容器収納
トレイの形で提供してもよく、測定容器収納トレイの外部形状を同一にすることで、自動
分析装置に備えた収納手段内に無駄なく測定容器を載置することができ、測定容器を複数
載置した測定容器収納トレイを搬送する際も共通の搬送手段を用いて搬送できるため、自
動分析装置の小型化・簡素化に資することができ、さらに、測定者にとっても試薬キット
の取り扱いが容易となるため、特に好ましい。
【００４１】
　なお、本発明の試薬キットに備える測定容器の内容物がシールにより封入され、前記シ
ールの表面に前記内容物を識別するコードを付されており、前記コードを読み取る手段を
本発明の自動分析装置に備えていると、測定者が、各種試薬（反応試薬、標準品、精度管
理試料、検体希釈液、前処理試薬）を、自動分析手段に備えた収納手段のそれぞれ指定さ
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れた場所に載置する際、測定者への負担や載置ミス等の人為的誤操作を削減することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の試薬キットのうち一つの開口部を有した凹状の樹脂製容器を測定容器と
した場合の一態様を示した図である。（ａ）は反応試薬を、（ｂ）は標準品を、（ｃ）は
精度管理試料を、それぞれ凍結乾燥状態で収容・封入した試薬容器、および前記試薬容器
を測定試薬収納トレイに載置した態様を示している。
【図２】本発明の試薬キットのうち一つの開口部を有した凹状の樹脂製容器を測定容器と
した場合の一態様を示した図である。（ａ）は検体希釈液を、（ｂ）は前処理試薬を、そ
れぞれ凍結乾燥状態で収容・封入した試薬容器、および前記試薬容器を測定試薬収納トレ
イに載置した態様を示している。
【図３】本発明の試薬キットのうち、二つのウェルを連結した樹脂製の二連容器を測定容
器とした場合の一態様を示した図である。（ａ）は反応試薬を、（ｂ）は標準品を、（ｃ
）は精度管理試料を、それぞれ凍結乾燥状態で収容・封入した試薬容器、および前記試薬
容器を測定試薬収納トレイに載置した態様を示している。
【図４】本発明の試薬キットのうち、二つのウェルを連結した樹脂製の二連容器を測定容
器とした場合の一態様を示した図である。（ａ）は検体希釈液を、（ｂ）は前処理試薬を
、それぞれ凍結乾燥状態で収容・封入した試薬容器、および前記試薬容器を測定試薬収納
トレイに載置した態様を示している。
【図５】本発明の自動分析装置の一例を示した図である。
【図６】測定試料（検体）を反応試薬で直接測定する場合における、搬送工程および分注
工程の各ステップと、測定容器移送ブロックの動作とを関連づけた図である。
【図７】標準品または精度管理試料を測定する場合における、搬送工程および分注工程の
各ステップと、測定容器移送ブロックの動作とを関連づけた図である。
【図８】検体希釈液を収容した測定容器を用いて検体を希釈してから測定する場合におけ
る、搬送工程および分注工程の各ステップと、測定容器移送ブロックの動作とを関連づけ
た図である。
【図９】測定試料（検体）を、前処理試薬を収容した測定容器を用いて前処理してから測
定する場合における、搬送工程および分注工程の各ステップと、測定容器移送ブロックの
動作とを関連づけた図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、図面を参照しながら、本発明をさらに詳細に説明する。
【００４４】
　本発明の試薬キットのうち、一つの開口部を有した凹状の樹脂製容器を測定容器とした
場合の一態様を図１および２に示す。図１および２において、測定容器１０は、上方開口
部の内径１５ｍｍ、底面の内径７ｍｍ、高さ２０ｍｍの大きさからなる一つの開口部を有
した凹状の樹脂製容器である。
【００４５】
　図１（ａ）は、測定試料（検体）中の目的成分を特異的に分析可能な反応試薬を収容し
た測定容器１０、および前記測定容器１０を碁盤目状の測定容器保持穴を設けた測定試薬
収納トレイ２０に載置した態様を示している。図１（ａ）の測定容器１０は、目的成分（
例えばＢＭＧ（β２－マイクログロブリン））を認識する抗体を固定化した磁性ビーズと
、酵素標識された目的成分（ＢＭＧ）を認識する他の抗体とを含んだ溶液が凍結乾燥状態
でアルミ箔シール１１により封入されている。アルミ箔シール１１の表面には検査項目名
（ＢＭＧ）および識別コード（ドットコード）１１ａが付されている。自動分析装置で測
定する際、前記測定容器１０は測定試薬収納トレイ２０に載置された状態で自動分析装置
に備え、分析作業を行なう。なお、測定試薬収納トレイ２０の右上には、測定容器１０の
内容物を識別するための識別コード（バーコード）２１が付されている。
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【００４６】
　図１（ｂ）は、目的成分（例えばＢＭＧ）の標準品セットとして、６段階の濃度に対応
する含有量の目的成分（ＢＭＧ）を含む標準品１から６を、凍結乾燥状態で図１（ａ）の
測定容器と同形・同寸法の測定容器１０に収容した態様、および前記測定容器１０を碁盤
目状の測定容器保持穴を設けた測定試薬収納トレイ２０に載置した態様を示している。前
記測定容器１０におけるアルミ箔シールの表面には各内容物を特定可能な識別コード１１
ａが付されている。前記測定試薬収納トレイ２０の形態は図１（ａ）と同形・同寸法とし
てよい。なお、図１（ｂ）の右側のＳ１からＳ６は、標準品１から６をそれぞれ示してい
る。また、測定試薬収納トレイ２０の右上には、測定容器１０の内容物（目的成分（ＢＭ
Ｇ）の標準品）を識別するための識別コード（バーコード）２１が付されている。
【００４７】
　図１（ｃ）は、コントロールセットとして、３段階の濃度に対応する含有量の目的成分
を含む精度管理試料（ＣＴＬ－１から３）を、凍結乾燥状態で図１（ａ）の測定容器と同
形・同寸法の測定容器１０に収容した態様、および前記測定容器１０を碁盤目状の測定容
器保持穴を設けた測定試薬収納トレイ２０に載置した態様を示している。前記測定容器１
０におけるアルミ箔シールの表面には各内容物を特定可能な識別コード１１ａが付されて
いる。前記測定試薬収納トレイ２０の形態は図１（ａ）と同形・同寸法としてよい。なお
、図１（ｃ）の右側のＣ１からＣ３は、ＣＴＬ－１から３をそれぞれ示している。また、
測定試薬収納トレイ２０の右上には、測定容器１０の内容物（コントロールセット）を識
別するための識別コード（バーコード）２１が付されている。
【００４８】
　図２（ａ）は、目的成分（例えばＢＭＧ）の検体希釈液として、目的成分（ＢＭＧ）の
検体希釈液成分を、凍結乾燥状態で図１（ａ）の測定容器と同形・同寸法の測定容器１０
に収容した態様、および前記測定容器１０を碁盤目状の測定容器保持穴を設けた測定試薬
収納トレイ２０に載置した態様を示している。前記測定容器１０におけるアルミ箔シール
の表面には各内容物を特定可能な識別コード１１ａが付されている。前記測定試薬収納ト
レイ２０の形態は図１（ａ）と同形・同寸法としてよい。なお、測定試薬収納トレイ２０
の右上には、測定容器１０の内容物（検体希釈液）を識別するための識別コード（バーコ
ード）２１が付されている。
【００４９】
　図２（ｂ）は、目的成分（例えばＦＯＬ（葉酸））の前処理試薬として、目的成分（Ｆ
ＯＬ）の２種類の前処理試薬（前処理試薬１および２）を、凍結乾燥状態で図１（ａ）の
測定容器と同形・同寸法の測定容器１０に収容した態様、および前記測定容器１０を碁盤
目状の測定容器保持穴を設けた測定試薬収納トレイ２０に載置した態様を示している。前
記測定容器１０におけるアルミ箔シールの表面には各内容物を特定可能な識別コード１１
ａが付されている。前記測定試薬収納トレイ２０の形態は図１（ａ）と同形・同寸法とし
てよい。なお、図２（ｂ）の右側のＰ１およびＰ２は、前処理試薬１および２をそれぞれ
示している。また、測定試薬収納トレイ２０の右上には、測定容器１０の内容物（前処理
試薬）を識別するための識別コード（バーコード）２１が付されている。
【００５０】
　本発明の試薬キットのうち、二つのウェルを連結した樹脂製の二連容器を測定容器とし
た場合の一態様を図３および４に示す。図３および４において、測定容器１０は、開口部
の内径６ｍｍ、高さ２０ｍｍの円柱状凹部が１ｍｍ程度の最小肉厚部を介して並設されて
なる樹脂製容器である。
【００５１】
　図３（ａ）は、測定試料（検体）中の目的成分を特異的に分析可能な反応試薬を収容し
た測定容器３０、および前記測定容器３０を碁盤目状の測定容器保持穴を設けた測定試薬
収納トレイ４０に載置した態様を示している。図３（ａ）の測定容器３０は、例えば、そ
の一方のウェル３２ａには目的成分（例えばＢＭＧ）を認識する抗体を固定化した磁性粒
子を含む溶液（固相試薬）を、他方のウェル３２ｂには酵素標識された目的成分（ＢＭＧ
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）を認識する他の抗体を含む溶液（標識試薬）を、それぞれ凍結乾燥状態でアルミ箔シー
ル３１により封入されている。アルミ箔シール３１の表面には検査項目名（ＢＭＧ）と識
別コード（２次元コード）３１ａが付されている。自動分析装置で測定する際、前記測定
容器３０は測定試薬収納トレイ４０に載置された状態で自動分析装置に設け、分析作業を
行なう。なお、測定試薬収納トレイ４０の右上には、測定容器３０の内容物を識別するた
めの識別コード（バーコード）４１が付されている。サンドイッチ法の免疫測定の場合は
、測定容器３０に備えた二つのウェル３２ａ・３２ｂのうち一方のウェル３２ａに固相試
薬を、他方のウェル３２ｂに標識試薬を、ともに凍結乾燥状態で収容した反応試薬を使用
することができる。固相試薬と標識試薬とを別のウェルに収容することにより、標識物が
固相に非特異的に吸着することを防ぎバックグラウンド信号の低減に役立つ。
【００５２】
　図３（ｂ）は、目的成分（例えばＢＭＧ）の標準品セットとして、６段階の濃度に対応
する含有量の目的成分（ＢＭＧ）を含む標準品１から６を、凍結乾燥状態で図３（ａ）の
測定容器と同形・同寸法の測定容器３０に収容した態様、および前記測定容器３０を碁盤
目状の測定容器保持穴を設けた測定試薬収納トレイ４０に載置した態様を示している。前
記測定容器３０におけるアルミ箔シールの表面には各内容物を特定可能な識別コード３１
ａが付されている。なお、図３（ｂ）では前記測定容器３０に備えた二つのウェル３２ａ
・３２ｂには同じ標準品成分を収容しているが、自動分析装置が二つのウェルの位置を区
別することができる場合は、ウェル３２ａとウェル３２ｂとで異なる標準品を収容しても
よい。前記測定試薬収納トレイ４０の形態は図３（ａ）と同形・同寸法としてよい。なお
、図３（ｂ）の右側のＳ１からＳ６は、標準品１から６をそれぞれ示している。また、測
定試薬収納トレイ４０の右上には、測定容器１０の内容物（目的成分（ＢＭＧ）の標準品
）を識別するための識別コード（バーコード）４１が付されている。
【００５３】
　図３（ｃ）は、コントロールセットとして、３段階の濃度に対応する含有量の目的成分
を含む精度管理試料（ＣＴＬ－１から３）を、凍結乾燥状態で図３（ａ）の測定容器と同
形・同寸法の測定容器３０に収容した態様、および前記測定容器３０を碁盤目状の測定容
器保持穴を設けた測定試薬収納トレイ４０に載置した態様を示している。前記測定容器３
０におけるアルミ箔シールの表面には各内容物を特定可能な識別コード３１ａが付されて
いる。なお、図３（ｃ）では前記測定容器３０に備えた二つのウェル３２ａ・３２ｂには
同じ精度管理試料を収容しているが、自動分析装置が二つのウェルの位置を区別すること
ができる場合は、ウェル３２ａとウェル３２ｂとで異なる精度管理試料を収容してもよい
。前記測定試薬収納トレイ２０の形態は図３（ａ）と同形・同寸法としてよい。なお、図
３（ｃ）の右側のＣ１からＣ３は、ＣＴＬ－１から３をそれぞれ示している。また、測定
試薬収納トレイ４０の右上には、測定容器３０の内容物（コントロールセット）を識別す
るための識別コード（バーコード）４１が付されている。
【００５４】
　図４（ａ）は、目的成分（例えばＢＭＧ）の検体希釈液として、目的成分（ＢＭＧ）の
検体希釈液成分を、凍結乾燥状態で図３（ａ）の測定容器と同形・同寸法の測定容器３０
に収容した態様、および前記測定容器３０を碁盤目状の測定容器保持穴を設けた測定試薬
収納トレイ４０に載置した態様を示している。前記測定容器３０におけるアルミ箔シール
の表面には各内容物を特定可能な識別コード３１ａが付されている。前記測定容器３０に
備えた二つのウェル３２ａ・３２ｂには、検体を２段階に分けて希釈する場合を想定して
同じ検体希釈液成分を収容している。前記測定試薬収納トレイ４０の形態は図３（ａ）と
同形・同寸法としてよい。なお、測定試薬収納トレイ４０の右上には、測定容器３０の内
容物（検体希釈液）を識別するための識別コード（バーコード）４１が付されている。
【００５５】
　図４（ｂ）は、目的成分（例えばＦＯＬ（葉酸））の前処理試薬として、目的成分（Ｆ
ＯＬ）の２種類の前処理試薬を、凍結乾燥状態で図３（ａ）の測定容器と同形・同寸法の
測定容器３０に収容した態様、および前記測定容器３０を碁盤目状の測定容器保持穴を設
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けた測定試薬収納トレイ４０に載置した態様を示している。前記測定容器３０は、その一
方のウェル３２ａには前処理試薬１としてタンパク質変性還元剤を、他方のウェル３２ｂ
には前処理試薬２として中和剤を、それぞれ凍結乾燥状態で収容している。前記測定容器
３０におけるアルミ箔シールの表面には各内容物を特定可能な識別コード３１ａが付され
ている。前記測定試薬収納トレイ４０の形態は図３（ａ）と同形・同寸法としてよい。な
お、測定試薬収納トレイ４０の右上には、測定容器３０の内容物（前処理試薬）を識別す
るための識別コード（バーコード）４１が付されている。
【００５６】
　図３および４に示した二連容器からなる測定容器を用いた本発明の自動分析装置１００
の一例を図５に示す。測定容器収納手段１１０は、内容物を凍結乾燥状態で収容し封入し
た測定容器が載置されており、具体的には反応試薬を収容した測定容器（ＴＣ）の収納ト
レイ１１１、標準品を収容した測定容器（ＣＡＬ）の収納トレイ１１２、精度管理試料を
収容した測定容器（ＣＴＬ）の収納トレイ１１３、検体希釈液を収容した測定容器（ＤＩ
Ｌ）の収納トレイ１１４、および前処理試薬を収容した測定容器（ＰＲＥ）の収納トレイ
１１５を収納している。測定容器収納手段１１０に載置された測定容器は、測定容器搬送
手段１１６で測定容器を受け入れ位置Ａに搬送する。測定容器搬送手段１１６は、測定容
器収納手段１１０の全体をカバーする水平面内で互いに直交するＸ軸・Ｙ軸と、垂直方向
のＺ軸とからなるＸＹＺ軸を自在に動くことができ、容器をピックアップまたは載置する
ための吸引搬送機構、挟持機構、その他のチャック機構を備えている。さらに測定容器搬
送手段１１６は、各収納トレイの縁部および各測定容器に付された検査項目や試薬種別の
識別情報を光学的に読み取るセンサ（図５には不図示）および容器の有無を検知するセン
サ（図５には不図示）を備えている。さらに測定容器搬送手段１１６は、測定容器供給手
段１１０にある各測定容器の配置情報を記憶するための測定容器在庫マッピング手段（図
５には不図示）のセンサ機能も備えている。自動分析装置１００は、各検体について分析
しようとする検査項目を対応付けたワークリストが要求する測定容器を前記マッピング手
段から検索し、測定容器搬送手段１１６により目的の測定容器を所定の受け入れ位置Ａに
搬送する。
【００５７】
　図５に示すように受け入れ位置Ａは、測定容器移送ブロック１２０に設けた二つの測定
容器保持部１２１の両方が到達しうる軌道の一方の端部に位置する。測定容器移送ブロッ
ク１２０は、測定容器保持部１２１に載置された測定容器が受け入れ位置Ａから位置Ｅを
経由して分注位置Ｂに移送され、さらに二つの測定容器保持部１２１の両方が到達しうる
軌道の他方の端部に位置する搬送中継点Ｃまで移送されるように往復動可能な、直線軌道
上を移動することができる。また、測定容器移送ブロック１２０に振動を付与する駆動手
段（図５には不図示）を設けることにより、測定容器内の凍結乾燥物の溶解・混合を促進
することができる。前記振動を付与する駆動手段は、分注位置Ｂ、搬送中継点Ｃまたはそ
の間の軌道上に備えると好ましい。
【００５８】
　図５に示すように、受け入れ位置Ａと位置Ｅとの間の軌道上には、測定容器に付された
識別コードを最終的に確認するための識別コード読取手段１３０およびシール破開手段１
４０を備えている。分注手段１５０は、分注チップ供給部１５１、分注水供給部１５２、
検体供給部１５３および分注位置Ｂを結ぶ軌道上を自在に動くことができるノズル１５４
を備えている。前記分注手段１５０は、ノズル１５４を分注チップ供給部１５１まで搬送
し分注チップをノズル１５４に装着し、分注水供給部１５２まで搬送後、分注水を吸引す
る。その後検体供給部１５３まで搬送して検体を吸引し、分注位置Ｂまで搬送することで
分注位置Ｂに位置する測定容器中へ分注水と検体の混合液を分注することができる。分注
位置Ｂで検体を注入された測定容器は、測定容器移送ブロック１２０により搬送中継点Ｃ
まで移送された後、測定容器搬送手段１６１により反応手段１７０に備えた反応テーブル
１７１上の位置Ｄへ搬送される。位置Ｄへ搬送された測定容器は反応テーブル１７１によ
り、一定温度調節のもとに所定の時間をかけて第１のＢ／Ｆ分離手段（洗浄手段）１７２
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ａの位置まで搬送される。第１のＢ／Ｆ分離手段（洗浄手段）１７２ａは過剰の検体を固
相から分離し、引き続き標識試薬分注手段１７３により標識試薬が分注される。標識試薬
が分注された測定容器は、さらに所定の時間をかけて第２のＢ／Ｆ分離手段（洗浄手段）
１７２ｂの位置まで搬送され、過剰の標識試薬が固相から分離される。免疫反応終了（第
２のＢ／Ｆ分離終了）後の測定容器は再び位置Ｄまで搬送された後、測定容器移送手段１
６１により搬送中継点Ｃ上にある測定容器移送ブロック１２０の測定容器保持部１２１へ
搬送される。前記搬送された測定容器は分注位置Ｂを経て、基質分注手段１８０を備えた
位置で基質が分注される。基質が分注された測定容器は測定容器移送ブロック１２０によ
り位置Ｅまで移送された後、測定容器搬送手段１６２により検出手段１９０へ搬送される
。
【００５９】
　次に、本発明の試薬キットとして図３および４に示した二連容器からなる測定容器を用
い、自動分析装置１００として図５に示す装置を用いたときの、搬送工程および分注工程
を各ステップごとに詳細に説明する（図６から９）。測定試料（検体）、標準品、精度管
理試料、希釈検体および前処理検体の測定は、自動分析装置１００に備えた測定容器移送
ブロック１２０と分注手段１５０との動作タイミングの組み合わせにより、自動的に測定
することができる。
【００６０】
　図６は、測定試料（検体）を反応試薬で直接測定する場合における、測定容器収納手段
から測定容器を受け入れ位置Ａに載置してから、測定容器を反応テーブル１７１上の位置
Ｄに搬送するまでの搬送工程および分注工程の各ステップと、測定容器移送ブロック１２
０の動作とを関連づけた図である。なお、識別コード読取手段およびシール破開手段の作
動工程は省略した。
【００６１】
　まず、測定容器移送ブロック１２０に設けた二つの測定容器保持部のうち一方の保持部
が受け入れ位置Ａに位置するように測定容器移送ブロック１２０を移送後、反応試薬を収
容した測定容器（ＴＣ）を前記測定容器保持部に載置する（ステップＳ１１）。次に、載
置した測定容器が分注位置Ｂに位置するように測定容器移送ブロック１２０を移送後、Ｔ
Ｃのうち、固相試薬を収容したウェルに分注水および検体を、標識試薬を収容したウェル
に分注水を、それぞれ分注手段１５０により分注し、凍結乾燥試薬を溶解する（ステップ
Ｓ１２）。なお、標識試薬の溶解は分注位置Ｂの前後（例えば基質分注手段と並設した位
置）または反応テーブル１７１での初期の移送位置に別途分注水分注機構を備え、実施し
てもよい。そして、ＴＣが搬送中継点Ｃに位置するように測定容器移送ブロック１２０を
移送（ステップＳ１３）後、ＴＣを測定容器搬送手段によって測定容器移送ブロック１２
０からピックアップし、反応テーブル１７１上の位置Ｄへ搬送する（ステップＳ１４）。
【００６２】
　図７は、標準品または精度管理試料を測定する場合における、測定容器収納手段から測
定容器を受け入れ位置Ａに載置してから、測定容器を反応テーブル１７１上の位置Ｄに搬
送するまでの搬送工程および分注工程の各ステップと、測定容器移送ブロック１２０の動
作とを関連づけた図である。
【００６３】
　まず、測定容器移送ブロック１２０に設けた二つの測定容器保持部のうち左側の保持部
が受け入れ位置Ａに位置するように測定容器移送ブロック１２０を移送後、標準品を収容
した測定容器（ＣＡＬ）または精度管理試料を収容した測定容器（ＣＴＬ）を前記左側の
保持部に載置する（ステップＳ２１）。次に、測定容器移送ブロック１２０に設けた二つ
の測定容器保持部のうち右側の保持部が受け入れ位置Ａに位置するように測定容器移送ブ
ロック１２０を移送後、ＴＣを前記右側の保持部に載置する（ステップＳ２２）。次に、
ＣＡＬまたはＣＴＬ（前記左側の保持部）が分注位置Ｂに位置するように測定容器移送ブ
ロック１２０を移送し、分注水を分注手段１５０により分注することで凍結乾燥された標
準品または精度管理試料を溶解後、前記溶解液（測定試料）を分注手段１５０により吸引
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する（ステップＳ２３）。次に、ＴＣ（前記右側の保持部）が分注位置Ｂに位置するよう
に測定容器移送ブロック１２０を移送し、ＴＣのうち、固相試薬を収容したウェルに前記
分注手段１５０により吸引した溶解液（測定試料）を吐出し、標識試薬を収容したウェル
に分注水を分注手段１５０により分注する（ステップＳ２４）。なお、図６の場合と同様
、標識試薬の溶解は分注位置Ｂの前後（例えば基質分注手段と並設した位置）または反応
テーブル１７１での初期の移送位置に別途分注水分注機構を備え、実施してもよい。そし
て、ＴＣが搬送中継点Ｃに位置するように測定容器移送ブロック１２０を移送（ステップ
Ｓ２５）後、ＴＣを測定容器搬送手段によって測定容器移送ブロック１２０からピックア
ップし、反応テーブル１７１上の位置Ｄへ搬送する（ステップＳ２６）。なお、標準品ま
たは精度管理試料を測定する際は、濃度の異なる複数の標準品または精度管理試料を測定
するため、別の標準品または精度管理試料について再びステップＳ２１を実行することに
なる（ステップＳ２７）。
【００６４】
　図８は、検体希釈液を収容した測定容器（ＤＩＬ）を用いて検体を希釈してから測定す
る場合における、測定容器収納手段から測定容器を受け入れ位置Ａに載置してから、測定
容器を反応テーブル１７１上の位置Ｄに搬送するまでの搬送工程および分注工程の各ステ
ップと、測定容器移送ブロック１２０の動作とを関連づけた図である。標準品または精度
管理試料を測定する場合は、ＣＡＬまたはＣＴＬに分注水を分注して得られた溶解液を測
定試料としたが、希釈した検体を測定する場合は、ＤＩＬに分注水および検体を分注し得
られた溶解液を測定試料とする。
【００６５】
　まず、測定容器移送ブロック１２０に設けた二つの測定容器保持部のうち左側の保持部
が受け入れ位置Ａに位置するように測定容器移送ブロック１２０を移送後、ＤＩＬを前記
左側の保持部に載置する（ステップＳ３１）。次に、測定容器移送ブロック１２０に設け
た二つの測定容器保持部のうち右側の保持部が受け入れ位置Ａに位置するように測定容器
移送ブロック１２０を移送後、ＴＣを前記右側の保持部に載置する（ステップＳ３２）。
次に、ＤＩＬ（前記左側の保持部）が分注位置Ｂに位置するように測定容器移送ブロック
１２０を移送し、ＤＩＬのうち、一方のウェルに分注水および検体を分注手段１５０によ
り分注することで凍結乾燥された検体希釈液の溶解および検体の希釈を行なった後、前記
希釈された検体（測定試料）を分注手段１５０により吸引する（ステップＳ３３）。なお
、２段階目（追加）の希釈を行なう場合は、ＤＩＬのうち、他方のウェルに前記希釈され
た検体と分注水を分注手段１５０により分注することで凍結乾燥された検体希釈液の溶解
および検体の再希釈を行なった後、得られた再希釈された検体を分注手段１５０により吸
引すればよい。次に、ＴＣ（前記右側の保持部）が分注位置Ｂに位置するように測定容器
移送ブロック１２０を移送し、ＴＣのうち、固相試薬を収容したウェルに前記分注手段１
５０により吸引した希釈（または再希釈）された検体（測定試料）を吐出し、標識試薬を
収容したウェルに分注水を分注手段１５０により分注する（ステップＳ３４）。なお、図
６の場合と同様、標識試薬の溶解は分注位置Ｂの前後（例えば基質分注手段と並設した位
置）または反応テーブル１７１での初期の移送位置に別途分注水分注機構を備え、実施し
てもよい。そして、ＴＣが搬送中継点Ｃに位置するように測定容器移送ブロック１２０を
移送（ステップＳ３５）後、ＴＣを測定容器搬送手段によって測定容器移送ブロック１２
０からピックアップし、反応テーブル１７１上の位置Ｄへ搬送する（ステップＳ３６）。
【００６６】
　図９は、測定試料（検体）を、前処理試薬を収容した測定容器（ＰＲＥ）を用いて前処
理してから測定する場合における、測定容器収納手段から測定容器を受け入れ位置Ａに載
置してから、測定容器を反応テーブル１７１上の位置Ｄに搬送するまでの搬送工程および
分注工程の各ステップと、測定容器移送ブロック１２０の動作とを関連づけた図である。
検体を前処理してから測定する方法の一例として、前処理試薬１（変性剤）で検体を処理
したものを反応手段に備えた反応テーブルで所定時間反応した後、前処理試薬２（中和剤
）で処理してから測定する方法があり、図９では前記方法で測定を行なう場合の説明図で
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ある。
【００６７】
　まず、測定容器移送ブロック１２０に設けた二つの測定容器保持部のうち左側の保持部
が受け入れ位置Ａに位置するように測定容器移送ブロック１２０を移送後、ＰＲＥを前記
左側の保持部に載置する（ステップＳ４１）。次に、測定容器移送ブロック１２０に設け
た二つの測定容器保持部のうち右側の保持部が受け入れ位置Ａに位置するように測定容器
移送ブロック１２０を移送後、ＴＣを前記右側の保持部に載置する（ステップＳ４２）。
次に、ＰＲＥ（前記左側の保持部）が分注位置Ｂに位置するように測定容器移送ブロック
１２０を移送し、ＰＲＥのうち、前処理試薬１を収容したウェルに分注水および検体を分
注手段１５０により分注することで凍結乾燥された前処理試薬の溶解および検体の一次処
理を行なう（ステップＳ４３）。次に、ＰＲＥ（前記左側の保持部）が搬送中継点Ｃに位
置するように測定容器移送ブロック１２０を移送する（ステップＳ４４）。次に、ＰＲＥ
を測定容器移送手段によって測定容器移送ブロック１２０からピックアップし、反応テー
ブル１７１上の位置Ｄへ搬送後、所定時間（例えば十数分間）反応させる（ステップＳ４
５）。次に、前記反応した検体を収容したＰＲＥを測定容器搬送手段によって搬送中継点
Ｃに位置する測定容器移送ブロック１２０の左側の保持部に載置する（ステップＳ４６）
。次に、ＰＲＥ（前記左側の保持部）が再び分注位置Ｂに位置するように測定容器移送ブ
ロック１２０を移送後、前処理試薬１で一次処理した検体を分注手段１５０により吸引し
、前処理試薬２を収容したウェルに吐出することで凍結乾燥された前処理試薬の溶解およ
び検体の二次処理を行なった後、前記二次処理した検体（測定試料）を分注手段１５０に
より吸引する（ステップＳ４７）。次に、ＴＣ（前記右側の保持部）が分注位置Ｂに位置
するように測定容器移送ブロック１２０を移送し、ＴＣのうち、固相試薬を収容したウェ
ルに前記分注手段１５０により吸引した二次処理した検体（測定試料）を吐出し、標識試
薬を収容したウェルに分注水を分注手段１５０により分注する（ステップＳ４８）。なお
、図６の場合と同様、標識試薬の溶解は分注位置Ｂの前後（例えば基質分注手段と並設し
た位置）または反応テーブル１７１での初期の移送位置に別途分注水分注機構を備え、実
施してもよい。そして、ＴＣが搬送中継点Ｃに位置するように測定容器移送ブロック１２
０を移送（ステップＳ４９）後、ＴＣを測定容器移送手段によって測定容器移送ブロック
１２０からピックアップし、反応テーブル１７１上の位置Ｄへ搬送する（ステップＳ５０
）。
【００６８】
　図６から９の方法で反応テーブル１７１上に搬送されたＴＣは、一定温度調節のもとに
所定の反応時間経過後、第１のＢ／Ｆ分離、標識試薬の分注、第２のＢ／Ｆ分離、基質分
注を経て標識された目的成分の検出工程に至る。なお、前述した実施形態は２ステップサ
ンドイッチ法の免疫測定であるが、１ステップサンドイッチ法、液相反応を優先させたサ
ンドイッチ法、競合測定法その他の公知の免疫測定法に対しても本発明の試薬キットが有
用であることは明らかである。
【符号の説明】
【００６９】
　１０、３０：測定容器
　１１：アルミ箔シール
　１１ａ、２１、３１ａ、４１：識別コード
　２０、４０：測定容器収納トレイ
　３２ａ、３２ｂ：ウェル
　１００：自動分析装置
　１１０：測定容器収納手段
　１１１：測定容器収納トレイ（反応試薬用）
　１１２：測定容器収納トレイ（標準品用）
　１１３：測定容器収納トレイ（精度管理試料用）
　１１４：測定容器収納トレイ（希釈液用）
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　１１５：測定容器収納トレイ（前処理試薬用）
　１１６、１６１、１６２：測定容器搬送手段
　１２０：測定容器移送ブロック
　１２１：測定容器保持部
　１３０：識別コード読取手段
　１４０：シール破開手段
　１５０：分注手段
　１５１：分注チップ供給部
　１５２：分注水供給部
　１５３：検体供給部
　１５４：ノズル
　１７０：反応手段
　１７１：反応テーブル
　１７２ａ、１７２ｂ：洗浄手段
　１７３：標識試薬分注手段
　１８０：基質分注手段
　１９０：検出手段

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】



(20) JP 5811244 B2 2015.11.11
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